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【経費支援】	
• 本学の学⽣には、本学規程に基づき学⽣移動経費（交通費の⼀部及び宿泊費（所定

額））が⽀給されます。⼝座振込依頼書にご記⼊いただいた⼝座に後⽇振込となり
ますので、⽴替えてのお⽀払いをお願いいたします。 

• ⾷事代⾦等については、⾃⼰負担となります。 
• 所属機関から開催場所（JR 飯⽥駅）までの交通費について、JR の乗⾞区間が⽚道

100km を超える場合、学割運賃が適⽤された⾦額での⽀給となるため、各基盤の専
攻担当係において、学割証の申請⼿続きを⾏ってください。 

 
【宿泊に関する注意事項】 

• 集中講義期間中の宿泊(9/21-23 の 2 泊 3 ⽇)については、各⾃で⼿配してください
（⽀給上限額は、1 泊につき 8,700 円）。その際、宿泊に伴う⾷事代⾦については⾃
⼰負担となりますので、宿泊代⾦のみが記載された領収書を、レクチャー終了後⼀
週間以内に、学融合推進事務室総務係宛に郵送してください。宿泊代⾦とその他
（⾷事代⾦等）が合算されて記載されている場合は、それぞれの項⽬の⾦額がわか
る明細書類を併せて郵送してください。 
 

【備考】 
• 各⽇、午前 7 時以前に⾃宅を出発する必要がある場合、午後 11 時過ぎに⾃宅に帰宅

することとなる場合は宿泊が認められます。 
• 原則として、「駅すぱあと」（https://roote.ekispert.net）により検索した第 1 候補

の経路（所属する専攻所在地〜JR 飯⽥駅）で計算してください。 
 


